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番号 件　　　　　名 主　管　課

4
一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例についての意見の申出について（報告
承認）

教育政策課 p.2

1



 

  

  

目
次 

 

第
一
章 

総
則
䥹
第
一
条―
第
九
条
䥺 

 

第
二
章 

旅
費
の
種
目
及
び
内
容 

第
一
節 

通
則
䥹
第
十
条
䥺 

第
二
節 

交
通
費
䥹
第
十
一
条―

第
十
四
条
䥺 

第
三
節 

宿
泊
費
等
䥹
第
十
五
条―

第
十
七
条
䥺 

第
四
節 

転
居
費
等
䥹
第
十
八
条―

第
二
十
条
䥺 

 

第
五
節 

そ
の
他
の
種
目
䥹
第
二
十
一
条
䥺 

 

第
三
章 

雑
則
䥹
第
二
十
二
条―

第
二
十
八
条
䥺 

 

附
則 

 

改 
 

正 
 

案 
○ 

一
般
職
の
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
䥹
第
一
条
関
係
䥺 

 

   

 

 

      
 

 

         

現 
 
 

 
 

行 
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第
一
条
䥹
略
䥺 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意

義
は
䣍
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
䣎 

一
䦅
三
䥹
略
䥺 

四 

出
張 

職
員
が
公
務
の
た
め
一
時
そ
の
在
勤
公
署
䥹
常
時
勤
務
す
る

在
勤
公
署
の
な
い
場
合
又
は
旅
行
命
令
権
者
が
認
め
る
場
合
に
は
䣍
そ

の
住
所
䣍
居
所
そ
の
他
旅
行
命
令
権
者
が
認
め
る
場
所
䥺
を
離
れ
て
旅

行
す
る
こ
と
を
い
う
䣎 

 

 

五
䥹
略
䥺 

 

六 

帰
住 

職
員
が
退
職
し
䣍
又
は
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
䣍
そ
の
職

員
又
は
そ
の
遺
族
が
生
活
の
根
拠
と
な
る
地
に
旅
行
す
る
こ
と
を
い

う
䣎 

 

七 

家
族 

職
員
の
配
偶
者
䥹
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い

が
䣍
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
䣎

以
下
同
じ
䣎
䥺
䣍
子
䣍
父
母
䣍
孫
䣍
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹

で
職
員
と
生
計
を
一
に
す
る
も
の
を
い
う
䣎 

   

改 
 

正 
 

案 

 

第
一
条
䥹
略
䥺 

 

 

一
䦅
三
䥹
略
䥺 

    

 

五
䥹
略
䥺 

       

 

現 
 
 

 
 

行 
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八
䥹
略
䥺 

九 
旅
行
役
務
提
供
者 

旅
行
業
者
䥹
旅
行
業
法
䥹
昭
和
二
十
七
年
法
律

第
二
百
三
十
九
号
䥺
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
行
業
者
を
い

う
䣎
䥺
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
者
䥹
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
䣓
旅
行
業

者
等
䣔
と
い
う
䣎䥺
で
あ
つ
て
䣍
県
と
旅
行
役
務
提
供
契
約
䥹
旅
行
業
者

等
が
県
に
対
し
て
旅
行
に
係
る
役
務
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
も
の
を

旅
行
者
に
提
供
す
る
こ
と
を
約
し
䣍
か
つ
䣍
県
が
当
該
旅
行
業
者
等
に

対
し
て
当
該
旅
行
に
係
る
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
を
支
払
う
こ
と
を
約

す
る
契
約
を
い
う
䣎
次
条
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
䣎䥺
を
締
結
し
た
も
の

を
い
う
䣎 

䥹
削
る
䥺 

      

䥹
削
る
䥺 

     

 

改 
 

正 
 

案 

 

八
䥹
略
䥺 

䥹
新
設
䥺 

         

 

現 
 
 

 
 

行 
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第
三
条
䥹
略
䥺 

２
䥹
略
䥺 

一
䦅
三
䥹
略
䥺 

四 

職
員
が
䣍
県
外
の
在
勤
地
䥹
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
䣎䥺
に
お
い

て
退
職
䥹
次
に
掲
げ
る
退
職
に
限
る
䣎
第
二
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て

同
じ
䣎䥺
と
な
り
䣍
一
定
の
期
間
内
に
帰
住
し
た
場
合
に
は
䣍
当
該
職
員 

イ 

年
齢
六
十
五
年
に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
に
お

け
る
退
職 

ロ 

年
齢
六
十
年
に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
に
お
け

る
退
職 

ハ 

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
䣍
旅
費
の
支
給
に
関
し
知
事
が

必
要
と
認
め
る
退
職 

３
・
４
䥹
略
䥺 

５ 

第
一
項
䣍
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
者
が
䣍
次
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
旅
行
命
令
等
の
変
更

䥹
取
消
し
を
含
む
䣎
同
項
及
び
同
条
第
四
項
並
び
に
第
五
条
に
お
い
て
同

じ
䣎
䥺
を
受
け
䣍
又
は
死
亡
し
た
場
合
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
場
合
に
は
䣍

当
該
旅
行
の
た
め
既
に
支
出
し
た
金
額
の
う
ち
そ
の
者
の
損
失
と
な
る
金

額
又
は
支
出
を
要
す
る
金
額
に
つ
き
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
を
旅
費
と

し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

 

改 
 

正 
 

案 

 

第
三
条
䥹
略
䥺 

２
䥹
略
䥺 

一
䦅
三
䥹
略
䥺 

䥹
新
設
䥺 

        

３
・
４
䥹
略
䥺 

           
現 

 
 

 
 

行 
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一 

鉄
道
賃
䣍
船
賃
䣍
航
空
賃
及
び
そ
の
他
の
交
通
費
䥹
家
族

移
転
費
の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
部
分
を
含
み
䣍
第
十
四

条
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
費
用
に
相
当
す
る
部
分
を
除

く
䣎
䥺
に
つ
い
て
は
䣍
第
十
一
条
第
一
項
各
号
䣍
第
十
二
条

第
一
項
各
号
䣍
第
十
三
条
第
一
項
各
号
及
び
第
十
四
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
各
費
用
に
つ
い
て
䣍
当
該
各
条
及
び
第
六

条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
つ
た
額
で
所

要
の
払
戻
手
続
を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
払
戻
し
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
額
又
は
所
要
の
取
消
手
続
を
と
つ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お
支
払
う
必
要
が
あ
る
額
を
比
較

し
䣍
当
該
各
費
用
ご
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
の
合
計
額 

二 

宿
泊
費
䣍
包
括
宿
泊
費
䣍
転
居
費
䣍
着
後
滞
在
費
䥹
宿
泊

手
当
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
䣎
䥺
及
び
家
族
移
転
費
䥹
宿

泊
手
当
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
䣎
䥺
に
つ
い
て
は
䣍
当
該

各
種
目
に
つ
い
て
第
十
五
条
䣍
第
十
六
条
䣍
第
十
八
条
䣍
第

十
九
条
及
び
第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
第
六
条
の
規
定
に

よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
つ
た
額
で
所
要
の
払
戻
手

続
を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
額
又
は
所
要
の
取
消
手
続
を
と
つ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
な
お
支
払
う
必
要
が
あ
る
額
を
比
較
し
䣍
当
該
各
種

目
ご
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
の
合
計
額 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
金
額
の
ほ
か
䣍
手
数
料
そ
の
他
の
旅
行

命
令
等
の
変
更
等
に
伴
い
支
給
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と

し
て
旅
行
命
令
権
者
が
認
め
た
額 

改 
 

正 
 

案 

 

                     

䥹
新
設
䥺 

   
現 

 
 

 
 

行 
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６ 

第
一
項
䣍
第
二
項
及
び
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
う
け
る

こ
と
が
で
き
る
者
が
旅
行
中
天
災
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
情
に
よ
り
䣍

概
算
払
を
受
け
た
旅
費
額
䥹
概
算
払
を
受
け
な
か
つ
た
場
合
に
は
䣍
概
算

払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
旅
費
額
に
相
当
す
る
額
䥺
の
全
部
又
は
一
部

を
喪
失
し
た
場
合
に
は
䣍
そ
の
喪
失
し
た
旅
費
額
の
範
囲
内
で
次
の
各
号

に
定
め
る
金
額
を
旅
費
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

   

一 

現
に
所
持
し
て
い
た
旅
費
額
䥹
交
通
手
段
を
利
用
す
る
た
め
の
乗
車

券
䣍
乗
船
券
䣍
航
空
券
等
で
当
該
旅
行
に
つ
い
て
購
入
し
た
も
の
を
含

む
䣎
次
号
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
の
全
部
を
喪
失
し
た
場
合
に
は
䣍
そ
の
喪

失
し
た
時
以
後
の
旅
行
を
完
了
す
る
た
め
䣍
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り

支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
額 

 

二 

現
に
所
持
し
て
い
た
旅
費
額
の
一
部
を
喪
失
し
た
場
合
に
は
䣍
前
号

に
規
定
す
る
額
か
ら
喪
失
を
免
れ
た
旅
費
額
を
差
し
引
い
た
額 

  

７ 

第
一
項
䣍
第
二
項
䣍
第
四
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
䣍

県
が
旅
行
役
務
提
供
契
約
に
基
づ
き
旅
行
役
務
提
供
者
に
支
払
う
べ
き
金

額
が
あ
る
と
き
は
䣍
こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
旅
費
の
支
給

に
代
え
て
䣍
当
該
旅
行
役
務
提
供
者
に
対
し
䣍
当
該
金
額
を
旅
費
に
相
当

す
る
も
の
と
し
て
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
䣎 

改 
 

正 
 

案 

 

                   
䥹
新
設
䥺 

     
現 

 
 

 
 

行 

 

7



第
四
条
䥹
略
䥺 

２ 
䥹
略
䥺 

３ 

旅
行
命
令
権
者
は
䣍
既
に
発
し
た
旅
行
命
令
等
の
変
更
を
す
る
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
場
合
で
䣍
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
䣍
自
ら
又

は
次
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
旅
行
者
の
申
請
に
基
づ

き
䣍
そ
の
変
更
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

４ 

旅
行
命
令
権
者
は
䣍
旅
行
命
令
等
を
発
し
䣍
又
は
そ
の
変
更
を
す
る
に

は
䣍
旅
行
命
令
簿
又
は
旅
行
依
頼
簿
䥹
当
該
旅
行
命
令
簿
又
は
旅
行
依
頼

簿
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
䥹
電
子
的
方
式
䣍
磁
気

的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式

で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
䣍
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
を
い
う
䣎
以
下
同
じ
䣎䥺
を
含
む
䣎
䥺䥹
以
下
䣓
旅
行
命
令
簿
等
䣔

と
い
う
䣎
䥺
に
規
則
で
定
め
る
事
項
の
記
載
又
は
記
録
を
し
䣍
当
該
事
項
を

当
該
旅
行
者
に
通
知
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
た
だ
し
䣍
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
䣍
口
頭
に
よ
り
旅
行
命
令
等
を
発
し
䣍

又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

 

一 

旅
行
命
令
簿
等
に
当
該
事
項
の
記
載
又
は
記
録
を
す
る
い
と
ま
が
な

い
場
合 

 

二
䥹
略
䥺 

 

改 
 

正 
 

案 

 

第
四
条
䥹
略
䥺  

２ 

䥹
略
䥺 

                  

二
䥹
略
䥺 

    
現 

 
 

 
 

行 

 

8



５ 
旅
行
命
令
権
者
は
䣍
口
頭
に
よ
り
旅
行
命
令
等
を
発
し
䣍
又
は
そ
の
変
更

を
す
る
場
合
に
は
䣍
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
旅
行
命
令
簿
等
に
前
項
に
定
め

る
事
項
の
記
載
又
は
記
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
た
だ
し
䣍
前
項
第
二

号
に
該
当
す
る
場
合
は
䣍
こ
の
限
り
で
な
い
䣎 

 

６ 

前
二
項
の
旅
行
命
令
簿
等
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
䣍

電
磁
的
方
法
䥹
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信

の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
知
事
が
定
め
る
も
の
を
い
う
䣎
以
下
同

じ
䣎
䥺
を
も
つ
て
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

 

７ 

第
四
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
旅
行
命
令
簿
等
の
通
知
に
つ
い
て
は
䣍

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
䥹
平
成
十

六
年
山
口
県
条
例
第
三
十
二
号
䣎
以
下
䣓
情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
䣔
と
い

う
䣎
䥺
第
四
条
の
規
定
は
䣍
適
用
し
な
い
䣎 

 

䥹
削
る
䥺 

改 
 

正 
 

案 

 

                     
現 

 
 

 
 

行 
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第
五
条 

旅
行
者
は
䣍
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事

情
に
よ
り
旅
行
命
令
等
䥹
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
を
受
け
た
旅

行
命
令
等
を
含
む
䣎
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
䣎䥺
に
従
つ
て
旅
行
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
䣍
あ
ら
か
じ
め
旅
行
命
令
権
者
に
変
更
の
必

要
性
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
を
添
付
し
て
旅
行
命
令
等
の
変
更
の
申
請

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

 

２ 

旅
行
者
は
䣍
前
項
の
規
定
に
よ
る
旅
行
命
令
等
の
変
更
の
申
請
を
す
る

い
と
ま
が
な
い
場
合
に
は
䣍
旅
行
命
令
等
に
従
わ
な
い
で
旅
行
し
た
後
䣍

で
き
る
だ
け
速
や
か
に
旅
行
命
令
権
者
に
旅
行
命
令
等
の
変
更
の
申
請
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

 

３
䥹
略
䥺 

 

 

改 
 

正 
 

案 

 

            

３
䥹
略
䥺 

 

     

 

現 
 
 

 
 

行 
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䥹
削
る
䥺 

 

改 
 

正 
 

案 

 

                        
現 

 
 

 
 

行 
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䥹
旅
費
の
計
算
䥺 

第
六
条 

旅
費
は
䣍
旅
行
に
要
す
る
実
費
を
弁
償
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て

第
十
条
で
定
め
る
種
目
及
び
内
容
に
基
づ
き
䣍
最
も
経
済
的
な
通
常
の
経

路
及
び
方
法
に
よ
り
旅
行
し
た
場
合
に
よ
つ
て
計
算
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
公

務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
最
も
経
済
的

な
通
常
の
経
路
又
は
方
法
に
よ
り
旅
行
し
難
い
場
合
に
は
䣍
そ
の
現
に
よ

つ
た
経
路
及
び
方
法
に
よ
つ
て
計
算
す
る
䣎 

  

改 
 

正 
 

案 

 

                 

現 
 
 

 
 

行 
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䥹
削
る
䥺 

            

改 
 

正 
 

案 

 

                         
現 

 
 

 
 

行 

 

13



䥹
削
る
䥺 

                     

䥹
削
る
䥺 

改 
 

正 
 

案 

 

                        
現 

 
 

 
 

行 

 

䥹
削
る
䥺 

14



䥹
削
る
䥺 

    

䥹
年
度
経
過
等
に
よ
る
区
分
䥺 

第
七
条 

移
動
中
に
お
け
る
年
度
の
経
過
等
の
た
め
鉄
道
賃
䣍
船
賃
䣍
航
空

賃
及
び
そ
の
他
の
交
通
費
䥹
家
族
移
転
費
の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
部

分
を
含
む
䣎䥺
を
区
分
し
て
算
定
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
䣍
年
度
の
経

過
等
の
後
に
最
初
の
目
的
地
に
到
着
す
る
ま
で
の
分
及
び
そ
れ
以
後
の
分

に
区
分
し
て
算
定
す
る
䣎 

改 
 

正 
 

案 

 

     

䥹
新
設
䥺 

        

現 
 
 

 
 

行 
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䥹
旅
費
の
請
求
手
続
䥺 

第
八
条 

旅
費
䥹
概
算
払
に
係
る
旅
費
を
含
む
䣎
䥺
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す

る
旅
行
者
及
び
概
算
払
に
係
る
旅
費
の
支
給
を
受
け
た
旅
行
者
で
そ
の
精

算
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
並
び
に
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
の
支
払
を
受
け

よ
う
と
す
る
旅
行
役
務
提
供
者
は
䣍
所
定
の
請
求
書
䥹
当
該
請
求
書
に
記

載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
䣎
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
䣎
䥺
に
必
要
な
書
類
を
添
え
て
䣍
こ
れ
を
当
該
旅
費
の
支
出
又
は
支

払
を
す
る
者
䥹
以
下
䣓
支
払
担
当
者
等
䣔
と
い
う
䣎
䥺
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
䣎 

 

２
䦅
６
䥹
略
䥺 

 

７ 

第
一
項
の
規
定
す
る
請
求
書
及
び
必
要
な
添
付
書
類
の
種
類
䣍
記
載
事

項
又
は
記
録
事
項
並
び
に
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
期
間
そ
の
他

の
必
要
な
事
項
は
䣍
知
事
が
定
め
る
䣎 

 

第
九
条
䥹
略
䥺 

  

改 
 

正 
 

案 

 

          

２
䦅
６
䥹
略
䥺 

     

第
十
五
条
䥹
略
䥺 

  

現 
 
 

 
 

行 
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第
二
章 

旅
費
の
種
目
及
び
内
容 

第
一
節 

通
則 

䥹
旅
費
の
種
目
及
び
内
容
䥺 

第
十
条 

旅
費
の
種
目
は
䣍
鉄
道
賃
䣍
船
賃
䣍
航
空
賃
䣍
そ
の
他
の
交
通
費
䣍

宿
泊
費
䣍
包
括
宿
泊
費
䣍
宿
泊
手
当
䣍
転
居
費
䣍
着
後
滞
在
費
䣍
家
族
移

転
費
及
び
旅
行
雑
費
と
し
䣍
こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
は
䣍
こ
の
章
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
䣎 

 

改 
 

正 
 

案 

 

    

現 
 
 

 
 

行 
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第
二
節 

交
通
費 

䥹
鉄
道
賃
䥺 

第
十
一
条 
鉄
道
賃
は
䣍
鉄
道
䥹
鉄
道
事
業
法
䥹
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九

十
二
号
䥺
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
の
用
に
供
す
る
鉄
道
及

び
軌
道
法
䥹
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
䥺
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

軌
道
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
䣎
次
項
及
び
第
十
四
条
第
一
項

に
お
い
て
同
じ
䣎䥺
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
費
用
と
し
䣍
そ
の
額
は
䣍

次
に
掲
げ
る
費
用
䥹
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
は
䣍
第
一

号
に
掲
げ
る
運
賃
に
加
え
て
別
に
支
払
う
も
の
で
あ
つ
て
䣍
公
務
の
た
め

特
に
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
䣎
䥺
の
額
の
合
計
額
と
す
る
䣎 

一 

運
賃 

二 

急
行
料
金 

三 

寝
台
料
金 

四 

座
席
指
定
料
金 

五 

特
別
車
両
料
金 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用 

２ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
の
額
の
上
限
は
䣍
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ

れ
た
鉄
道
に
よ
り
移
動
す
る
と
き
は
最
下
級
の
運
賃
の
額
と
す
る
䣎 

改 
 

正 
 

案 

 

                         
現 

 
 

 
 

行 
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䥹
船
賃
䥺 

第
十
二
条 

船
賃
は
䣍
船
舶
䥹
海
上
運
送
法
䥹
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八

十
七
号
䥺
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
船
舶
運
航
事
業
の
用
に
供
す
る
船

舶
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
䣎
次
項
及
び
第
十
四
条
第
一
項
に

お
い
て
同
じ
䣎䥺
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
費
用
と
し
䣍
そ
の
額
は
䣍
次

に
掲
げ
る
費
用
䥹
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
は
䣍
第
一
号

に
掲
げ
る
運
賃
に
加
え
て
別
に
支
払
う
も
の
で
あ
つ
て
䣍
公
務
の
た
め
特

に
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
䣎䥺
の
額
の
合
計
額
と
す
る
䣎 

一 

運
賃 

二 

寝
台
料
金 

三 

座
席
指
定
料
金 

四 

特
別
船
室
料
金 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用 

 

改 
 

正 
 

案 

 

                         
現 

 
 

 
 

行 
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２ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
の
額
の
上
限
は
䣍
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ

れ
た
船
舶
に
よ
り
移
動
す
る
と
き
は
最
下
級
の
運
賃
の
額
と
す
る
䣎 

  

䥹
航
空
賃
䥺 

第
十
三
条 

航
空
賃
は
䣍
航
空
機
䥹
航
空
法
䥹
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百

三
十
一
号
䥺
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
航
空
運
送
事
業
の
用
に
供
す

る
航
空
機
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
䣎
次
項
及
び
次
条
第
一
項

に
お
い
て
同
じ
䣎䥺
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
費
用
と
し
䣍
そ
の
額
は
䣍

次
に
掲
げ
る
費
用
䥹
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
費
用
は
䣍
第
一
号
に

掲
げ
る
運
賃
に
加
え
て
別
に
支
払
う
も
の
で
あ
つ
て
䣍
公
務
の
た
め
特
に

必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
䣎䥺
の
額
の
合
計
額
と
す
る
䣎 

一 

運
賃 

二 

座
席
指
定
料
金 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用 

２ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
の
額
の
上
限
は
䣍
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ

れ
た
航
空
機
に
よ
り
移
動
す
る
場
合
に
は
䣍
最
下
級
の
運
賃
の
額
と
す
る
䣎 

 

改 
 

正 
 

案 

 

         

現 
 
 

 
 

行 
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䥹
そ
の
他
の
交
通
費
䥺 

第
十
四
条 

そ
の
他
の
交
通
費
は
䣍
鉄
道
䣍
船
舶
及
び
航
空
機
以
外
を
利
用

す
る
移
動
に
要
す
る
費
用
と
し
䣍
そ
の
額
は
䣍
次
に
掲
げ
る
費
用
䥹
第
二

号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
は
䣍
公
務
の
た
め
特
に
必
要
と
す
る

も
の
に
限
る
䣎
䥺
の
額
の
合
計
額
と
す
る
䣎 

一 

道
路
運
送
法
䥹
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
䥺
第
三
条
第
一

号
イ
に
掲
げ
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
䥹
路
線
を
定
め
て
定

期
に
運
行
す
る
自
動
車
に
よ
り
乗
合
旅
客
の
運
送
を
行
う
も
の
に
限

る
䣎
䥺
の
用
に
供
す
る
自
動
車
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
運
賃 

二 

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運

送
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
そ
の
他
の
旅
客
を
運
送
す
る
交
通
手
段

䥹
前
号
に
規
定
す
る
自
動
車
を
除
く
䣎
䥺
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
運

賃 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
運
賃
以
外
の
費
用
で
あ
つ
て
䣍
道
路
運
送
法
第
八

十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
業
と
し
て
有
償
で
貸
し
渡
す
自
家
用
自

動
車
䥹
次
項
に
お
い
て
䣓
有
償
借
受
け
自
動
車
䣔
と
い
う
䣎䥺
の
賃
料
そ

の
他
の
移
動
に
直
接
要
す
る
費
用 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用 

２ 

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
費
用
の
う
ち
䣍
自
家
用
自
動
車
䥹
有
償
借
受
け

自
動
車
を
除
く
䣎䥺
を
利
用
す
る
移
動
に
直
接
要
す
る
費
用
䥹
有
料
道
路
の

通
行
料
を
除
く
䣎䥺
の
額
は
䣍
一
キ
ロ
メ
䤀
ト
ル
に
つ
き
三
十
円
と
す
る
䣎

た
だ
し
䣍
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り

定
額
の
当
該
費
用
で
旅
行
の
実
費
を
支
弁
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に

は
䣍
実
費
額
に
よ
る
䣎 

 

改 
 

正 
 

案 

 

                         
現 

 
 

 
 

行 
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３ 

前
項
に
規
定
す
る
費
用
は
䣍
全
路
程
を
通
算
し
て
計
算
す
る
䣎 

 

４ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
通
算
し
た
路
程
に
一
キ
ロ
メ
䤀
ト
ル
未
満
の
端
数

を
生
じ
た
と
き
は
䣍
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
䣎 

 

改 
 

正 
 

案 

 

  

 

 

現 
 
 

 
 

行 
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第
三
節 

宿
泊
費
等 

 

䥹
宿
泊
費) 

第
十
五
条 

宿
泊
費
は
䣍
旅
行
中
の
宿
泊
に
要
す
る
費
用
と
し
䣍
そ
の
額
は
䣍

地
域
の
実
情
及
び
旅
行
者
の
職
務
を
勘
案
し
て
別
表
で
定
め
る
額(

以
下

䣓
宿
泊
費
基
準
額
䣔
と
い
う
䣎)

と
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
当
該
宿
泊
に
係
る
特

別
な
事
情
が
あ
る
場
合
と
し
て
知
事
が
定
め
る
場
合
は
䣍
当
該
宿
泊
に
要

す
る
費
用
の
額
と
す
る
䣎 

  

改 
 

正 
 

案 

 

            

 

 

現 
 
 

 
 

行 
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䥹
包
括
宿
泊
費
䥺 

第
十
六
条 
包
括
宿
泊
費
は
䣍
移
動
及
び
宿
泊
に
対
す
る
一
体
の
対
価
と
し

て
支
払
わ
れ
る
費
用
と
し
䣍
そ
の
額
は
䣍
当
該
移
動
に
係
る
前
節
の
規
定

に
よ
る
交
通
費
の
額
及
び
当
該
宿
泊
に
係
る
宿
泊
費
基
準
額
の
合
計
額
と

す
る
䣎 

 

䥹
宿
泊
手
当) 

第
十
七
条 

宿
泊
手
当
は
䣍
宿
泊
を
伴
う
旅
行
に
必
要
な
諸
雑
費
に
充
て
る

た
め
の
費
用
と
し
䣍
そ
の
額
は
䣍
通
常
要
す
る
費
用
の
額
を
勘
案
し
て
別

表
で
定
め
る
一
夜
当
た
り
の
定
額
と
す
る
䣎 

 

改 
 

正 
 

案 

 

        

 

現 
 
 

 
 

行 
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第
四
節 

転
居
費
等 

䥹
転
居
費
䥺 

第
十
八
条 
転
居
費
は
䣍
赴
任
に
伴
う
転
居
に
要
す
る
費
用
䥹
第
二
十
条
第

一
項
各
号
に
規
定
す
る
場
合
の
家
族
の
転
居
に
要
す
る
費
用
を
含
む
䣎䥺
と

し
䣍
そ
の
額
は
䣍
転
居
の
実
態
を
勘
案
し
て
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
算

定
さ
れ
る
額
と
す
る
䣎 

一 

運
送
業
者
が
家
財
の
運
送
を
行
う
場
合
に
は
䣍
複
数
の
運
送
業
者
に

見
積
り
を
さ
せ
䣍
か
つ
䣍
そ
の
中
か
ら
最
も
経
済
的
な
も
の
を
選
択
す

る
と
き
に
限
り
䣍
当
該
運
送
に
要
す
る
額
を
転
居
費
の
額
と
す
る
方
法 

二 

前
号
の
場
合
に
お
い
て
䣍
当
該
運
送
に
要
す
る
額
が
知
事
が
定
め
る

額
を
超
え
な
い
と
き
は
䣍
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
当
該
運
送
に

要
す
る
額
を
転
居
費
の
額
と
す
る
方
法 

三 

旅
行
役
務
提
供
者
が
家
財
の
運
送
を
行
う
場
合
に
は
䣍
当
該
運
送
に

要
す
る
額
を
転
居
費
の
額
と
す
る
方
法 

四 

旅
行
者
が
宅
配
便
又
は
自
家
用
自
動
車
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も

の
を
利
用
し
て
家
財
の
運
送
を
行
う
場
合
に
は
䣍
当
該
運
送
に
要
す
る

額
を
転
居
費
の
額
と
す
る
方
法
䥹
当
該
運
送
に
要
す
る
額
が
運
送
業
者

に
依
頼
し
た
も
の
と
し
て
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
超
え

る
場
合
に
あ
つ
て
は
䣍
当
該
額
と
す
る
方
法
䥺 

五 

前
号
の
場
合
に
お
い
て
䣍
当
該
運
送
に
要
す
る
額
が
知
事
が
定
め
る

額
を
超
え
な
い
と
き
は
䣍
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
当
該
運
送
に

要
す
る
額
を
転
居
費
の
額
と
す
る
方
法 

 

改 
 

正 
 

案 

 

                         
現 

 
 

 
 

行 
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䥹
着
後
滞
在
費
䥺 

第
十
九
条 

着
後
滞
在
費
は
䣍
赴
任
に
伴
う
転
居
に
必
要
な
滞
在
に
係
る
費

用
と
し
䣍
そ
の
額
は
䣍
五
夜
分
を
限
度
と
し
て
䣍
現
に
宿
泊
し
た
夜
数
に

係
る
宿
泊
費
及
び
宿
泊
手
当
並
び
に
旅
行
雑
費
の
五
日
分
の
合
計
額
に
相

当
す
る
額
と
す
る
䣎 

 

䥹
家
族
移
転
費
䥺 

第
二
十
条 

家
族
移
転
費
は
䣍
赴
任
に
伴
う
家
族
の
移
転
に
要
す
る
費
用
と

し
䣍
そ
の
額
は
䣍
次
に
掲
げ
る
額
と
す
る
䣎 

一 

赴
任
の
際
家
族
䥹
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
に
お
い
て
同
居
し
て
い
る

者
に
限
る
䣎
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
を
職
員
の
新
居
住
地

に
移
転
す
る
場
合
に
は
䣍
家
族
一
人
ご
と
に
䣍
職
員
が
そ
の
移
転
を
す

る
も
の
と
し
て
算
定
し
た
交
通
費
䣍
宿
泊
費
䣍
包
括
宿
泊
費
䣍
宿
泊
手

当
䣍
着
後
滞
在
費
及
び
旅
行
雑
費
の
合
計
額
に
相
当
す
る
額 

二 

前
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
せ
ず
䣍
か
つ
䣍
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た

日
の
翌
日
か
ら
一
年
以
内
に
家
族
を
職
員
の
居
住
地
䥹
赴
任
後
家
族
を

移
転
す
る
ま
で
の
間
に
更
に
赴
任
が
あ
つ
た
場
合
に
は
䣍
当
該
赴
任
後

に
お
け
る
職
員
の
新
居
住
地
䥺
に
移
転
す
る
場
合
に
は
䣍
前
号
の
規
定

に
準
じ
て
算
定
し
た
額 

 

改 
 

正 
 

案 

 

          

 

現 
 
 

 
 

行 
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２ 

旅
行
命
令
権
者
は
䣍
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

事
情
が
あ
る
場
合
に
は
䣍
前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る
こ

と
が
で
き
る
䣎 

   
 

 
 

第
五
節 

そ
の
他
の
種
目 

䥹
旅
行
雑
費
䥺 

第
二
十
一
条 

旅
行
雑
費
は
䣍
旅
行
中
の
電
話
等
の
通
信
に
要
す
る
費
用
と

し
䣍
そ
の
額
は
䣍
一
日
に
つ
き
三
百
円
と
す
る
䣎 

改 
 

正 
 

案 

 

                        
現 

 
 

 
 

行 
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改 
 

正 
 

案 

 

                        
現 

 
 

 
 

行 
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改 
 

正 
 

案 

 

                        
現 

 
 

 
 

行 
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改 
 

正 
 

案 

 

          

       

   

現 
 
 

 
 

行 
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改 
 

正 
 

案 

 

                       

現 
 
 

 
 

行 
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䥹
削
る
䥺 

改 
 

正 
 

案 

 

                         
現 

 
 

 
 

行 
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䥹
退
職
者
等
の
旅
費
䥺 

第
二
十
二
条 

第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
費
は
䣍

退
職
等
の
日
の
翌
日
か
ら
三
月
以
内
に
お
け
る
当
該
退
職
等
に
伴
う
旅
行

に
つ
い
て
䣍
出
張
又
は
赴
任
の
例
に
準
じ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
䣎 

一 

職
員
が
出
張
の
た
め
の
旅
行
中
に
退
職
等
と
な
つ
た
場
合
に
は
䣍
出

張
の
例
に
準
じ
䣍
退
職
等
の
日
に
い
た
地
か
ら
旧
在
勤
地
に
旅
行
す
る

も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費 

二 

職
員
が
赴
任
の
た
め
の
旅
行
中
に
退
職
等
と
な
つ
た
場
合
に
は
䣍
赴

任
の
例
に
準
じ
䣍
退
職
等
の
日
に
い
た
地
か
ら
新
在
勤
地
に
旅
行
す
る

も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費 

２ 

第
三
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
費
は
䣍
退
職
の
日

の
翌
日
か
ら
一
月
以
内
に
お
け
る
当
該
退
職
に
伴
う
帰
住
に
つ
い
て
䣍
赴

任
の
例
に
準
じ
䣍
旧
在
勤
地
か
ら
生
活
の
根
拠
と
な
る
地
に
旅
行
す
る
も

の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費
䥹
着
後
滞
在
費
を
除
く
䣎䥺
と
す
る
䣎 

３ 

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
䣍
退
職
等
と
な
つ
た
職
員
が
家
族
を
移
転
す

る
と
き
は
䣍
同
項
に
規
定
す
る
旅
費
に
䣍
転
居
費
の
う
ち
家
族
の
転
居
に

要
す
る
費
用
及
び
家
族
移
転
費
に
相
当
す
る
も
の
を
加
え
る
も
の
と
す

る
䣎 

４ 

任
命
権
者
は
䣍
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
䣍

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

 

改 
 

正 
 

案 

 

 

䥹
新
設
䥺 

    

現 
 
 

 
 

行 
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䥹
遺
族
の
旅
費
䥺 

第
二
十
三
条 

第
三
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す

る
旅
費
は
䣍
出
張
又
は
赴
任
の
例
に
準
じ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
䣎 

一 

職
員
が
出
張
の
た
め
の
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
䣍
出
張
の
例

に
準
じ
䣍
職
員
が
遺
族
の
居
住
地
と
死
亡
地
と
の
間
を
往
復
す
る
も
の

と
し
て
計
算
し
た
旅
費 

二 

職
員
が
赴
任
の
た
め
の
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
䣍
前
号
に
掲

げ
る
旅
費
の
ほ
か
䣍
赴
任
の
例
に
準
じ
䣍
職
員
が
死
亡
地
か
ら
新
居
住

地
に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費 

 ２ 

遺
族
が
前
項
に
規
定
す
る
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
順
位
は
䣍
第
二
条
第

一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
順
位
に
よ
り
䣍
同
順
位
者
が
あ
る
場
合
に
は
䣍
年
長

者
を
先
に
す
る
䣎 

    

改 
 

正 
 

案 

 

 

䥹
新
設
䥺 

        

現 
 
 

 
 

行 
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第
二
十
四
条
䥹
略
䥺 

 

䥹
旅
費
の
調
整
䥺 

第
二
十
五
条 
任
命
権
者
は
䣍
旅
行
者
が
県
以
外
の
者
か
ら
旅
費
の
支
給
を

受
け
る
場
合
そ
の
他
旅
行
に
お
け
る
特
別
の
事
情
に
よ
り
又
は
当
該
旅
行

の
性
質
上
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
旅
費
を
支
給
し
た
場
合
に
は
不
当
に

旅
行
の
実
費
を
超
え
た
旅
費
又
は
通
常
必
要
と
し
な
い
旅
費
を
支
給
す
る

こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
䣍
そ
の
実
費
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
部
分

の
旅
費
又
は
そ
の
必
要
と
し
な
い
部
分
の
旅
費
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
で

き
る
䣎 

 

２
䥹
略
䥺 

  

改 
 

正 
 

案 

 

第
三
十
一
条
䥹
略
䥺 

          

２
䥹
略
䥺 

  

現 
 
 

 
 

行 
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䥹
旅
費
の
支
給
額
の
上
限
䥺 

第
二
十
六
条 

鉄
道
賃
䣍
船
賃
䣍
航
空
賃
及
び
そ
の
他
の
交
通
費
䥹
家
族
移

転
費
の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
部
分
を
含
み
䣍
第
十
四
条
第
二
項
本
文

に
規
定
す
る
費
用
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
䣎
䥺
に
係
る
旅
費
の
支
給
額

は
䣍
第
十
一
条
第
一
項
各
号
䣍
第
十
二
条
第
一
項
各
号
䣍
第
十
三
条
第
一

項
各
号
及
び
第
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
各
費
用
に
つ
い
て
䣍
当
該

各
条
及
び
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
つ
た
額
を
比

較
し
䣍
当
該
各
費
用
ご
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
を
合
計
し
た
額
と
す
る
䣎 

２ 

宿
泊
費
䣍
包
括
宿
泊
費
䣍
転
居
費
䣍
着
後
滞
在
費
䥹
宿
泊
手
当
に
相
当

す
る
部
分
を
除
く
䣎
䥺
及
び
家
族
移
転
費
䥹
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部
分
を

除
く
䣎䥺
に
係
る
旅
費
の
支
給
額
は
䣍
当
該
各
種
目
に
つ
い
て
第
十
五
条
䣍

第
十
六
条
䣍
第
十
八
条
䣍
第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
第
六

条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
つ
た
額
を
比
較
し
䣍
当
該
各

種
目
ご
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
を
合
計
し
た
額
と
す
る
䣎 

改 
 

正 
 

案 

 

䥹
新
設
䥺 

現 
 
 

 
 

行 
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䥹
旅
費
の
返
納
䥺 

第
二
十
七
条 

支
払
担
当
者
等
は
䣍
旅
行
者
又
は
旅
行
役
務
提
供
者
が
こ
の

条
例
又
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
違
反
し
て
旅
費
の
支
給
又

は
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
の
支
払
を
受
け
た
場
合
に
は
䣍
当
該
旅
費
又
は

当
該
金
額
を
返
納
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

２ 

旅
行
者
が
こ
の
条
例
又
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
違
反
し

て
旅
費
の
支
給
を
受
け
た
場
合
に
は
䣍
支
払
担
当
者
等
は
䣍
前
項
に
規
定

す
る
返
納
に
代
え
て
䣍
当
該
支
払
担
当
者
等
が
そ
の
後
に
お
い
て
そ
の
者

に
対
し
支
出
し
䣍
又
は
支
払
う
給
与
又
は
旅
費
の
額
か
ら
䣍
当
該
旅
費
に

相
当
す
る
金
額
を
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
る
䣎 

３ 

前
項
に
規
定
す
る
給
与
の
種
類
は
䣍
規
則
で
定
め
る
䣎 

 

第
二
十
八
条
䥹
略
䥺 

 

附 

則 

１
䥹
略
䥺 

 

２ 

鉄
道
賃
及
び
船
賃
の
額
に
つ
い
て
は
䣍
任
命
権
者
が
知
事
に
協
議
し
て

定
め
る
旅
行
䥹
公
務
上
の
必
要
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
も
の
に
限
る
䣎䥺

の
た
め
支
給
す
る
も
の
を
除
き
䣍
当
分
の
間
䣍
第
十
一
条
第
一
項
第
五
号
及

び
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
䣎 

    

改 
 

正 
 

案 

 

䥹
新
設
䥺 

           

第
三
十
三
条
䥹
略
䥺 

  

１
䥹
略
䥺 

        
現 

 
 

 
 

行 
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別
表 

一
・
二
䥹
略
䥺 

䥹
削
る
䥺 

改 
 

正 
 

案 
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別
表 一

・
二
䥹
略
䥺 

現 
 
 

 
 

行 
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  第
一
条
䦅
第
六
条 

䥹
略
䥺 

 
 

 

附 
則 

別
表
䥹
第
二
条
䣍
第
五
条
関
係
䥺 

               

改 
 

正 
 

案 

○ 

非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
改
正
䥹
第
二
条
関
係
䥺 

   第
一
条
䦅
第
六
条 

䥹
略
䥺 

 
 

 

附 

則 

                

現 
 
 

 
 

行 
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略
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費
用
弁
償

報
　
　
酬

一
般
職
の
職

員
等
の
旅
費

に
関
す
る
条

例
の
適
用
を

受
け
る
職
員

の
旅
費
相
当

額

～
（

略
）
～

～
（

略
）
～

～
（

略
）
～

～
（

略
）
～

～
（

略
）
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䥹
削
る
䥺 

改 
 

正 
 

案 

 

 

現 
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   第
一
条
䥹
略
䥺 

 

䥹
実
費
弁
償
の
額
䥺 

第
二
条 

前
条
に
規
定
す
る
実
費
弁
償
の
額
は
䣍
一
般
職
の
職
員
等
の
旅
費

に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
二
十
九
年
山
口
県
条
例
第
六
十
号
䣎
以
下
䣓
職
員

旅
費
条
例
䣔
と
い
う
䣎䥺
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
旅
費
相
当
額
と
す
る
䣎 

  

䥹
以
下
䣍
略
䥺 

            

改 
 

正 
 

案 

○ 

山
口
県
実
費
弁
償
条
例
の
一
部
改
正
䥹
第
三
条
関
係
䥺 

    第
一
条
䥹
略
䥺 

      

䥹
以
下
䣍
略
䥺 

         

現 
 
 

 
 

行 
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     第
一
条
・
第
二
条 

䥹
略
䥺 

 

(

費
用
弁
償) 

第
三
条 

䥹
略
䥺 

 

２ 

前
項
の
費
用
弁
償
の
額
は
䣍
別
表
第
二
の
鉄
道
賃
䣍
船
賃
䣍
航
空
賃
及

び
旅
行
雑
費
の
欄
䣍
別
表
第
三
䣍
別
表
第
四
の
宿
泊
費
の
欄
並
び
に
別
表

第
五
の
宿
泊
手
当
の
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
䣎 

           

改 
 

正 
 

案 

○ 

山
口
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
䣍
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
䥹
第
四
条
関
係
䥺 

      第
一
条
・
第
二
条 

䥹
略
䥺 

 

(

費
用
弁
償) 

第
三
条 

䥹
略
䥺 

               
現 

 
 

 
 

行 
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䥹
削
る
䥺 

      

３
䥹
略
䥺 

 

４ 

議
員
が
招
集
に
応
じ
て
議
会
若
し
く
は
委
員
会
に
出
席
す
る
た
め
又
は

協
議
等
の
場
に
出
席
す
る
た
め
に
旅
行
し
た
場
合
に
お
け
る
費
用
弁
償
の

額
は
䣍
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
が
さ
れ
た
経
路
及
び
方
法
で
あ
䣬
て
議

長
が
合
理
的
と
認
め
る
も
の
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
䣎 

    

５
䥹
略
䥺 

 

第
四
条
䥹
略
䥺 

 

 

 

       ４
䥹
略
䥺 

         ６
䥹
略
䥺 

 第
四
条
䥹
略
䥺 
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別
表
第
一
䥹
略
䥺 

 
別
表
第
二
䥹
第
三
条
関
係
䥺 

        

備
考 

１ 

鉄
道
賃
の
欄
中
運
賃
の
額
の
上
限
は
䣍
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
鉄
道
に
よ
り
移
動
す
る
と
き
は
最
上
級
の
運
賃
の
額
と
す
る
䣎 

２ 

船
賃
の
欄
中
運
賃
の
額
の
上
限
は
䣍
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
船
舶
に
よ
り
移
動
す
る
と
き
は
最
上
級
の
運
賃
の
額
と
す
る
䣎 

３ 

航
空
賃
の
欄
中
運
賃
の
額
の
上
限
は
䣍
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
航
空
機
に
よ
り
移
動
す
る
と
き
は
最
下
級
の
直
近
上
位
の
級
の
運
賃
の
額

と
す
る
䣎 

  

改 
 

正 
 

案 

 

運
賃
、

急
行
料
金
、

寝
台

料
金
、

座
席
指
定
料
金
、

特
別
車
両
料
金
及
び
こ
れ

ら
に
付
随
す
る
費
用

鉄
道
賃

運
賃
、

寝
台
料
金
、

座

席
指
定
料
金
、

特
別
船

室
料
金
及
び
こ
れ
ら
に

付
随
す
る
費
用

船
賃

運
賃
、

座
席
指
定

料
金
及
び
こ
れ
ら

に
付
随
す
る
費
用

航
空
賃

三
〇
〇
円

旅
行
雑
費

（

一
日
に
つ
き
）
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別
表
第
一
䥹
略
䥺 

                     

現 
 
 

 
 

行 
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別
表
第
三
䥹
第
三
条
関
係
䥺 

 
 

        

備
考 

第
三
号
に
掲
げ
る
費
用
の
う
ち
䣍
自
家
用
自
動
車
䥹
有
償
借
受
け
自
動
車
を
除
く
䣎
䥺
を
利
用
す
る
移
動
に
直
接
要
す
る
費
用
䥹
有
料
道
路
の
通
行

料
を
除
く
䣎䥺
の
額
は
䣍
一
キ
ロ
メ
䤀
ト
ル
に
つ
き
三
十
円
と
す
る
䣎 

 

別
表
第
四 

 

表
䥹
略
䥺 

備
考 

移
動
及
び
宿
泊
に
対
す
る
一
体
の
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
費
用
の
額
に
あ
つ
て
は
䣍
当
該
移
動
に
係
る
別
表
第
二
䥹
旅
行
雑
費
に
係
る
部
分
を
除

く
䣎
䥺
及
び
別
表
第
三
の
規
定
に
よ
る
額
並
び
に
当
該
宿
泊
に
係
る
宿
泊
費
の
額
の
合
計
額
と
す
る
䣎 

 

別
表
第
五
䥹
略
䥺 

       

改 
 

正 
 

案 

 

一 
道
路
運
送
法
䥹
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
䥺
第
三
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
䥹
路
線
を
定
め
て
定
期
に

運
行
す
る
自
動
車
に
よ
り
乗
合
旅
客
の
運
送
を
行
う
も
の
に
限
る
䣎
䥺
の
用
に
供
す
る
自
動
車
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
運
賃 

二 

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
そ
の
他
の
旅
客
を
運
送
す
る
交
通
手
段
䥹
前

号
に
規
定
す
る
自
動
車
を
除
く
䣎
䥺
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
運
賃 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
運
賃
以
外
の
費
用
で
あ
つ
て
䣍
道
路
運
送
法
第
八
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
業
と
し
て
有
償
で
貸
し
渡
す
自
家
用
自
動
車

䥹
以
下
䣓
有
償
借
受
け
自
動
車
䣔
と
い
う
䣎
䥺
の
賃
料
そ
の
他
の
移
動
に
直
接
要
す
る
費
用 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用 
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䥹
新
設
䥺 

           

別
表
第
三 

 

表
䥹
略
䥺 

 

䥹
新
設
䥺 

  

別
表
第
四
䥹
略
䥺 

  

現 
 
 

 
 

行 
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    第
一
条
䦅
第
十
条
䥹
略
䥺 

䥹
旅
費
䥺 

第
十
一
条 

公
務
の
た
め
旅
行
す
る
知
事
等
に
対
し
支
給
す
る

旅
費
の
額
は
䣍
別
表
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
䣎
た
だ
し
䣍
一

般
職
の
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
二
十
九
年
山
口
県
条
例
第

六
十
号
䣎
次
項
に
お
い
て
䣓
職
員
等
旅
費
条
例
䣔
と
い
う
䣎䥺
第
二
条
第

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
国
旅
行
の
場
合
に
お
け
る
航
空
賃
の
運
賃
の

額
の
上
限
は
䣍
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
航
空
機
に
よ
り
移
動
す
る
と

き
は
最
下
級
の
直
近
上
位
の
級
の
運
賃
の
額
と
す
る
䣎 

  

２
䥹
略
䥺 

 

 

改 
 

正 
 

案 
○
知
事
等
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
䥹
第
五
条
関
係
䥺 

 

    

第
一
条
䦅
第
十
条
䥹
略
䥺 

      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

   

２
䥹
略
䥺 

      
  

 
 

 

 
現 

 
 

 
 

行 
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付 

則 
１
䦅
３
䥹
略
䥺 

 

䥹
旅
費
の
特
例
䥺 

４ 

旅
費
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
の
額
は
䣍
別
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
䣍
当
分
の
間
䣍
一
般
職
の
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
適
用
を
受

け
る
職
員
の
旅
費
相
当
額
と
す
る
䣎 

一 

そ
の
他
の
交
通
費 

二 

旅
行
雑
費 

 

５
䥹
略
䥺 

  

改 
 

正 
 

案 

 

付 

則 

１
䦅
３
䥹
略
䥺 

        

５
䥹
略
䥺 

 

現 
 
 

 
 

行 
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別
表(

第
四
条
䣍
第
十
一
条
関
係)

 

 

䥹
表
略
䥺 

 

備
考 

旅
費
の
欄
中
䣓
指
定
職
の
職
務
䣔
と
は
䣍
一
般
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
法
律
䥹
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
䥺
第
六
条
第
一
項

第
十
一
号
に
規
定
す
る
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
者
の
職
務
を

い
い
䣍䣓
九
級
の
職
務
䣔
と
は
䣍
同
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
行
政
職
俸

給
表
䥹
一
䥺
に
よ
る
九
級
の
職
務
を
い
う
も
の
と
す
る
䣎 

   

䥹
削
る
䥺 

   

䥹
削
る
䥺 

 

改 
 

正 
 

案 

 

別
表(

第
四
条
䣍
第
十
一
条
関
係)

 

 

䥹
表
略
䥺 

                   
 

   
現 

 
 

 
 

行 
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第
一
条
䦅
第
七
条
の
二 

䥹
略
䥺 

  

䥹
パ
䤀
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
費
用
弁
償
䥺 

第
八
条
䥹
略
䥺 

２ 

パ
䤀
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
が
公
務
の
た
め
旅
行
し
た
と
き

は
䣍
常
勤
職
員
に
支
給
さ
れ
る
旅
費
䥹
一
般
職
の
職
員
等
の
旅
費
に
関
す

る
条
例
䥹
昭
和
二
十
九
年
山
口
県
条
例
第
六
十
号
䥺
第
十
条
に
規
定
す
る

転
居
費
䣍
着
後
滞
在
費
及
び
家
族
移
転
費
を
除
く
䣎
第
十
三
条
に
お
い
て

同
じ
䣎䥺
の
額
に
相
当
す
る
額
の
費
用
弁
償
を
支
給
す
る
䣎 

３
・
４
䥹
略
䥺 

 

䥹
以
下
䣍
略
䥺 

       

改 
 

正 
 

案 

○ 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
䣍
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
䥹
第
六
条
関
係
䥺 

    

 

第
一
条
䦅
第
七
条
の
二 

䥹
略
䥺 

  

䥹
パ
䤀
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
費
用
弁
償
䥺 

第
八
条
䥹
略
䥺 

     

３
・
４
䥹
略
䥺 

 

䥹
以
下
䣍
略
䥺 

       

現 
 
 

 
 

行 
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第
一
条
䦅
第
七
条
の
二 

䥹
略
䥺 

 

䥹
パ
䤀
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
費
用
弁
償
䥺 

第
八
条
䥹
略
䥺 

２ 

パ
䤀
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
が
公
務
の
た
め
旅
行
し
た
と

き
は
䣍
常
勤
学
校
職
員
に
支
給
さ
れ
る
旅
費(

一
般
職
の
職
員
等
の
旅
費
に

関
す
る
条
例
䥹
昭
和
二
十
九
年
山
口
県
条
例
第
六
十
号)

第
十
条
に
規
定
す

る
転
居
費
䣍
着
後
滞
在
費
及
び
家
族
移
転
費
を
除
く
䣎
第
十
三
条
に
お
い

て
同
じ
䣎
䥺
の
額
に
相
当
す
る
額
の
費
用
弁
償
を
支
給
す
る
䣎 

３
・
４
䥹
略
䥺 

 

䥹
以
下
䣍
略
䥺 

       

改 
 

正 
 

案 

○ 

会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
䣍
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
䥹
第
七
条
関
係
䥺 

    

 

第
一
条
䦅
第
七
条
の
二 

䥹
略
䥺 

  

䥹
パ
䤀
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
費
用
弁
償
䥺 

第
八
条
䥹
略
䥺 

     

３
・
４
䥹
略
䥺 

 

䥹
以
下
䣍
略
䥺 

       

現 
 
 

 
 

行 
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